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年間の
投資上限額

２階　102万円
１階     20万円 40万円

非課税期間
２階　５年間
１階　５年間

（終了後は「つみたてNISA」への移行可能）
20年間

口座開設
可能期間

2023年 ⇒ 2028年まで
（５年間措置）

2037年 ⇒ 2042年まで
（５年間延長）

投資対象
商品

２階　上場株式・公募株式投資信託等
１階　つみたてNISAと同様
 （積立・分散投資に適した一定の
   公募株式投資信託等）

積立・分散投資に適した
一定の公募株式投資信託等

新・NISA（仮称）
（2024年から５年間）

つみたてNISA
（５年間延長）

今
年
の
税
制
改
正
の
テ
ー
マ

　

２
０
２
０
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
は
、
財
政

健
全
化
へ
の
取
り
組
み
に
加
え
て
、
少
子
高
齢
化
・

人
口
減
少
社
会
へ
の
対
応
と
５
Ｇ
社
会
実
現
に
向

け
た
環
境
整
備
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

家
計
の
観
点
か
ら
は
、
人
生
１
０
０
年
時
代
に

ふ
さ
わ
し
い
社
会
保
障
と
税
の
バ
ラ
ン
ス
や
働
き

方
の
多
様
化
に
対
応
し
た
改
正
内
容
に
注
目
し
た

い
と
こ
ろ
で
す
。

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
の

見
直
し
と
延
長

　

ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
利
用
実
績
が
乏
し
い
こ

と
か
ら
、
新
規
の
口
座
開
設
は
２
０
２
３
年
ま
で

と
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
一
般
の
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
リ

ス
ク
の
低
い
投
資
信
託
な
ど
に
対
象
を
限
定
し
た

積
立
枠
と
上
場
株
式
な
ど
に
も
投
資
で
き
る
枠
の

２
階
建
て
の
制
度
に
見
直
し
た
上
で
、
５
年
延
長

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
的
年
金
制
度
等
の

見
直
し
に
伴
う
措
置

　

長
期
化
す
る
高
齢
期
や
就
労
機
会
の

拡
大
・
多
様
化
等
を
踏
ま
え
て
、
私
的

年
金
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
改
正
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

確
定
拠
出
年
金
の
企
業
型
（
Ｄ
Ｃ
）

や
個
人
型
（
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
）
等
の
加
入

可
能
年
齢
の
引
上
げ
や
受
給
開
始
時
期

の
選
択
肢
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。
例
え

ば
、
企
業
型
Ｄ
Ｃ
は
現
在
65
歳
未
満
の

人
が
加
入
で
き
ま
す
が
、
こ
れ
が
70
歳

未
満
の
人
ま
で
加
入
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
（
い
ず
れ
も
厚
生
年
金
の
加

入
者
）
。

　

ま
た
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
に
つ
い
て
は
、

現
在
60
歳
未
満
の
人
し
か
加
入
で
き
ま

せ
ん
が
、
こ
れ
も
65
歳
未
満
の
人
ま
で

加
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
い

ず
れ
も
国
民
年
金
の
加
入
者
）
。

未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
す
る

税
制
上
の
措
置
及
び
寡
婦

（
寡
夫
）
控
除
の
見
直
し

　

従
来
、
同
じ
ひ
と
り
親
で
あ
っ
て
も
、
離
婚
や

死
別
で
あ
れ
ば
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
が
適
用
さ
れ

た
の
に
対
し
て
、
未
婚
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
男
性
の
ひ
と
り
親
（
寡

夫
）
と
女
性
の
ひ
と
り
親
（
寡
婦
）
で
控
除
の
額

が
違
う
な
ど
、
男
女
の
間
で
も
扱
い
が
異
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
今
回
の
改
正
で
は
、
す
べ
て
の
ひ
と

り
親
家
庭
に
対
し
て
公
平
な
税
制
支
援
を
行
う
観

点
か
ら
、
「
婚
姻
歴
の
有
無
に
よ
る
不
公
平
」
と

「
男
性
の
ひ
と
り
親
と
女
性
の
ひ
と
り
親
の
間
の

不
公
平
」
を
同
時
に
解
消
す
る
た
め
に
、
ひ
と
り

親
控
除
の
創
設
と
寡
婦
控
除
の
見
直
し
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

（
１
）
ひ
と
り
親
控
除
の
創
設

　

婚
姻
歴
や
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
計
を
一
に

す
る
子
（
総
所
得
金
額
等
が
48
万
円
以
下
）
を
有

す
る
単
身
者
に
つ
い
て
、
同
一
の
「
ひ
と
り
親
控

除
」
（
控
除
額
35
万
円
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
合
計
所
得
金
額
が
５
０
０
万
円
（
年
収
約

６
８
０
万
円
）
以
下
で
あ
る
こ
と
と
事
実
婚
と
同

様
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
が
要
件

に
な
り
ま
す
。

（
２
）
寡
婦
控
除
の
見
直
し

　

寡
婦
控
除
に
つ
い
て
も
適
用
要
件
を
見
直
し
た

上
で
、
ひ
と
り
親
控
除
に
該
当
し
な
い
寡
婦
に
係

ライフプランを考えるときに知っておきたい話題を取り上げて解説します

家
計
の
観
点
か
ら
知
っ
て
お
き
た
い

２
０
２
０
年
度
税
制
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

人生１００年時代や働き方の多様化に対応した
税制改正が行われる一方、新型コロナウイルスの
感染拡大を受けた動きにも注目。

[ こうだ・しゅうじ ]
1979 年、同志社大学経済学部
卒 業。1985 年、 公 認 会 計 士、
税理士登録。現在、職業専門家
が同一ブランドのもとに結集し
た「ひかりアドバイザーグルー
プ」の最高経営責任者をはじめ、
家事調停委員や立命館大学大学
院の非常勤講師も務める。

光田 周史
公認会計士・税理士

【図表１】 NISA制度の見直し

 いずれか
選択
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夫と離婚した後、
再婚していない場合

夫と死別した後、
再婚していないか
夫の生死が明らかでない場合

① 扶養親族を有すること ○○ ―

② 合計所得金額が
500万円以下であること ○○ ○○

③
その者と事実上婚姻関係と
同様の事情にあると
認められる者がいないこと

○○ ○○

未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
す
る

税
制
上
の
措
置
及
び
寡
婦

（
寡
夫
）
控
除
の
見
直
し

　

従
来
、
同
じ
ひ
と
り
親
で
あ
っ
て
も
、
離
婚
や

死
別
で
あ
れ
ば
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
が
適
用
さ
れ

た
の
に
対
し
て
、
未
婚
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
男
性
の
ひ
と
り
親
（
寡

夫
）
と
女
性
の
ひ
と
り
親
（
寡
婦
）
で
控
除
の
額

が
違
う
な
ど
、
男
女
の
間
で
も
扱
い
が
異
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
今
回
の
改
正
で
は
、
す
べ
て
の
ひ
と

り
親
家
庭
に
対
し
て
公
平
な
税
制
支
援
を
行
う
観

点
か
ら
、
「
婚
姻
歴
の
有
無
に
よ
る
不
公
平
」
と

「
男
性
の
ひ
と
り
親
と
女
性
の
ひ
と
り
親
の
間
の

不
公
平
」
を
同
時
に
解
消
す
る
た
め
に
、
ひ
と
り

親
控
除
の
創
設
と
寡
婦
控
除
の
見
直
し
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

（
１
）
ひ
と
り
親
控
除
の
創
設

　

婚
姻
歴
や
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
計
を
一
に

す
る
子
（
総
所
得
金
額
等
が
48
万
円
以
下
）
を
有

す
る
単
身
者
に
つ
い
て
、
同
一
の
「
ひ
と
り
親
控

除
」
（
控
除
額
35
万
円
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
合
計
所
得
金
額
が
５
０
０
万
円
（
年
収
約

６
８
０
万
円
）
以
下
で
あ
る
こ
と
と
事
実
婚
と
同

様
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
が
要
件

に
な
り
ま
す
。

（
２
）
寡
婦
控
除
の
見
直
し

　

寡
婦
控
除
に
つ
い
て
も
適
用
要
件
を
見
直
し
た

上
で
、
ひ
と
り
親
控
除
に
該
当
し
な
い
寡
婦
に
係

る
寡
婦
控
除
に
改
め
ら
れ
、
従
来
の
「
寡
婦
控
除

の
特
例
」
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
改
め
ら
れ
た
後

の
寡
帰
控
除
の
適
用
要
件
は
左
記
の
と
お
り
で

す
。

条件
ケース

○○＝条件を満たす必要があることを示します

【図表２】 寡婦控除の見直し

＜未婚の
ひとり親＞

寡婦扶養親族
（子以外）
あり

扶養親族
なし

所得
500万円

現行

出典：財務省ホームぺージより作成

※全体について事実婚
　チェックなし

寡夫

ひとり親

※住民票の続柄に「夫（未届）」
　「妻（未届）」の記載がある者は
　対象外とする

所得
500万円

扶養する
子なし

改正後

特別寡婦

控除額27万円
控除額35万円

ひとり親 寡婦

控除額27万円
控除額35万円
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め
、
本
稿
は
５
月
20
日
時
点
で
の
情
報
に
基
づ
い

て
い
る
点
を
ご
了
解
い
た
だ
き
、
最
新
の
情
報
に

つ
い
て
は
財
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
確
認
し

て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

（
１
）
所
得
税
等
の
申
告
期
限

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
に

よ
り
、
申
告
所
得
税
（
及
び
復
興
特
別
所
得
税
）

と
贈
与
税
に
係
る
申
告
・
納
付
の
期
限
が
本
来
の

２
０
２
０
年
３
月
16
日
（
月
）
か
ら
４
月
16
日

（
木
）
ま
で
１
ヶ
月
延
長
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

政
府
の
非
常
事
態
宣
言
の
発
出
を
受
け
て
４
月
17

日
（
金
）
以
後
で
あ
っ
て
も
柔
軟
に
申
告
書
の
受

け
付
け
に
対
応
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

申
告
書
の
作
成
が
可
能
に
な
っ
た
時
点
で
税
務

署
へ
申
し
出
れ
ば
よ
く
、
申
告
期
限
の
延
長
に
関

す
る
個
別
の
申
請
に
つ
い
て
も
特
に
申
請
書
を
作

成
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

提
出
す
る
申
告
書
の
余
白
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
に
よ
る
申
告
・
納
付
期
限
延
長
申
請
」
と

い
っ
た
文
言
を
付
記
す
る
か
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ 

を

利
用
す
る
場
合
は
、
所
定
の
欄
に
そ
の
旨
を
入
力

す
る
な
ど
簡
易
な
手
続
き
で
済
ま
せ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
申
告
期
限
及
び
納
付
期
限

は
申
告
書
の
提
出
日
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響

で
従
来
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
特
別
の
手
当
が

な
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

（
２
）
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
要
件
の
弾
力
化

　

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
控
除
期
間
13
年
間
の
特
例

措
置
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
入
居
が
期
限
（
２
０
２
０
年
12
月

31
日
）
に
遅
れ
た
場
合
で
も
、
一
定
の
期
日
（
注

文
住
宅
を
新
築
す
る
場
合=

２
０
２
０
年
９
月

末
、
分
譲
住
宅
・
既
存
住
宅
を
取
得
す
る
場
合
や

増
改
築
等
を
す
る
場
合=

２
０
２
０
年
11
月
末
）

ま
で
に
住
宅
取
得
契
約
を
行
っ
て
い
る
等
の
要
件

を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
２
０
２
１
年
12
月
31
日
ま

で
の
入
居
を
条
件
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

（
３
）
中
止
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
に
係
る
入
場
料
等

の
払
戻
請
求
権
を
放
棄
し
た
者
へ
の

　
　
　
寄
附
金
控
除
の
適
用

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め

政
府
の
自
粛
要
請
を
受
け
て
中
止
さ
れ
た
文
化
芸

術
・
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
、
チ
ケ
ッ
ト

代
金
の
払
戻
し
を
受
け
な
い
（
放
棄
す
る
）
こ
と

を
選
択
し
た
場
合
に
、
そ
の
代
金
分
を
「
寄
附
」

と
見
な
し
、
税
の
優
遇
（
寄
附
金
控
除
）
を
受
け

ら
れ
る
新
た
な
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
例
え

ば
、
１
万
円
の
チ
ケ
ッ
ト
代
金
の
払
い
戻
し
を
受

け
ず
に
寄
附
す
る
こ
と
で
、
お
気
に
入
り
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
を
応
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
上
に
、
最

大
４
０
０
０
円
の
減
税
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
よ
っ

て
私
た
ち
個
人
の
生
活
や
企
業
活
動
は
甚
大
な
影

響
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
負
け
な
い
よ
う

に
立
ち
向
か
っ
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

所
有
者
不
明
土
地
等
に
係
る

固
定
資
産
税
の
課
題
へ
の
対
応

　

固
定
資
産
税
を
支
払
わ
ず
に
土
地
等
を
使
用
収

益
で
き
る
不
平
等
な
状
況
に
歯
止
め
を
か
け
、
所

有
者
が
不
明
に
な
っ
て
い
る
土
地
に
も
課
税
で
き

る
よ
う
に
、
市
町
村
は
次
の
対
応
を
取
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

・
現
に
所
有
し
て
い
る
者
に
、
固
定
資
産
税

徴
収
に
必
要
な
事
項
の
届
け
出
を
義
務
化

（
２
０
２
０
年
４
月
１
日
以
後
の
条
例
の
施
行

日
後
に
現
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
者

に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
）

・
使
用
者
を
所
有
者
と
み
な
し
て
固
定
資
産
税
を

課
税
（
２
０
２
１
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
に
係
る
当
面
の
税
務

上
の
取
扱
い

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
は
私
た

ち
の
命
と
健
康
を
脅
か
す
だ
け
で
な
く
、
予
想
を

超
え
る
規
模
で
経
済
活
動
に
甚
大
な
影
響
を
与
え

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
税
務
上

も
必
要
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
本

稿
で
は
２
０
２
０
年
度
税
制
改
正
の
話
題
に
加
え

て
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

に
係
る
当
面
の
税
務
上
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て
解

説
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
事
態
は
刻
一
刻
と
変
化
し
て
い
る
た

20-03-277_p01-72_共通-.indb   3220-03-277_p01-72_共通-.indb   32 2020/06/19   午前 9:25:212020/06/19   午前 9:25:21


